
No ②書類名 ②頁 ③大項目 ④中項目 ⑤小項目 ⑥細目 ⑦項目名 ⑧質問の内容 回答
1 変更及び公募ス

ケジュールの変
更について

１ （仮称）国際工芸美術館の3回目の入札・
契約手続きのスケジュールについてご教示
願います。

現時点では、契約手続きのスケジュールは
公開しておりません。

2 変更及び公募ス
ケジュールの変
更について

１ 貴市にて契約手続きを行う国際版画美術館
の大規模修繕のスケジュール等についてご
教示願います。

アート出会いの広場と同時期に設計及び工
事を実施することを見込んでおり、2024年
12月1日から設計・建設期間に入り、供用
開始は2027年12月1日を予定しています。

3 パークミュージ
アム整備運営事
業のスケジュー
ルの変更につい
て

版画美術館の改修についても大幅に開館時
期が遅れるようですが、版画美術館改修に
係る直接的な要因があるのか、他施設と開
館時期を合わせるためなのか等、開館時期
が遅れる理由をお示しいただけますか。

アート体験棟のオープン後にアート出会い
の広場の整備を行います。アート出会いの
広場の整備と同時期に版画美術館の改修を
行うため、版画美術館の開館が遅れます。

4 パークミュージ
アム整備運営事
業スケジュール
変更について

国際版画美術館の建設について、「3回目
の契約手続きに向けて進めている」とあり
ますが、仮に3回目も不調となった場合、
再び事業スケジュールに影響を及ぼす可能
性があるのか。若しくは事業計画自体を見
直す可能性があるのか、ご教示いただきた
い。

（仮称）国際工芸美術館の運営のスケ
ジュールなどについて、再度見直す可能性
があります。

5 変更及び公募ス
ケジュールの変
更について

１ （仮称）国際工芸美術館や国際版画美術館
の入札・契約手続きが中止となった場合、
本ＰＦＩ事業の実施スケジュール等にも影
響が及ぶことが想定されます。その場合の
措置等をご検討されているようでしたらご
教示ください。

No4の回答をご参照ください。

募集要項等（スケジュール変更）に関する質問書に対する回答



6 パークミュージ
アム整備運営事
業のスケジュー
ルの変更及び公
募スケジュール
の変更について

国際工芸美術館の入札が3回目も不調と
なった場合、本案件への影響について、ス
ケジュールや計画の変更等、想定している
ことがあればご教示いただきたい。

No4の回答をご参照ください。

7 募集要項
（事業スケ
ジュール変更
後）

7 2 8 カ 事業期間 版画美術館のアート出会いの広場等の改修
工事期間中、収蔵品はそのままという考え
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8 募集要項
（事業スケ
ジュール変更
後）

8 2 8 カ 事業期間 アート出会いの広場が2024年12月1日から
設計・建設期間に入り、供用開始が2027年
12月1日となっており、その間は版画美術
館は休館と考えてよろしいでしょうか。ま
たその間、開業準備業務等としてスタッフ
の利用は可能でしょうか。

設計期間中は開館する予定で、建設期間は
休館の予定です。
給排水、電気等の各種設備修繕を予定して
いるため、建設期間中はインフラが止まっ
ている想定です。開館準備業務等利用の内
容にはよりますが、アート・出会いの広場
の範囲については市と協議の上、スタッフ
の利用は可能であると考えています。

9 パークミュージ
アム整備運営事
業のスケジュー
ルの変更につい
て

体験棟及びアート・出会いの広場について
設計・建設期間の開始時期が8か月後ろに
ずれることになっていますが、2024年4月
～12月の期間中に市と設計・建設企業間で
の調整業務等は行うことができないという
認識でよろしいですか。

調整業務等、その内容によっては公開した
スケジュールよりも早く開始することは可
能です。

10 スケジュール変
更に伴う質疑

　 国際工芸美術館施工時に版画美術館横を施
工ヤードとして施工されるのでしょうか。
ここを施工ヤードとして施工する場合、前
面道路の市道が狭く、体験棟の工事と輻輳
する可能性がたかいと思われます。どの時
期に称されるか教えていただけますでしょ
うか。

国際工芸美術館の施工者はまだ決まってい
ないため、どこを施工ヤードとするかは決
定しておりません。なお、参考仮設図とし
て「【別紙102】工芸美術館実施設計仮設
計画参考図」を公開しておりますので、ご
参照ください。

11 スケジュール変
更に伴う質疑

町田市施工の『芹ヶ谷公園擁壁設置工事』
は、公園入口の交差点から入られると思い
ますが、、この交差点及び市道には、電柱
と架空線が多数あります。擁壁工事で架空
線等の移設が考えられますが、同時に体験
棟付近の電柱及び架空線も移設されるで
しょうか。
体験棟着工時の24年12月1日には、移設さ
れていると考えておろしいでしょうか。

現時点の想定では、アート体験棟の工事で
移設する想定です。「【別紙24】（仮称）
公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験
棟基本設計概要」を公開しておりますの
で、ご参照ください。



12 スケジュール変
更に伴う質疑

上記工事で電柱及び架空線を移設されない
場合は、体験棟着工時の24年12月1日まで
に貴市で移設されると考えてよろしいで
しょうか。

№11の回答をご参照ください。

13 スケジュール変
更に伴う質疑

今回のスケジュールで体験棟工事期間が、
2024年12月1日～2026年5月30日となりまし
た。7月28日付け質疑回答573で山留仮設地
盤アンカーは検討中と記載があります。現
在の工程には、含まれていないと考えてよ
ろしいでしょうか。必要になった場合は、
工期延長変更契約を行うと考えてよろしい
でしょうか。
また、契約金額も変更とかんがえてよろし
いでしょうか。

現在の想定（親杭横矢板）による施工が現
場の諸条件等を踏まえ合理的でないことが
判明した場合や、予期しえなかった現場条
件等が確認された場合、工期及び契約金額
の変更について協議します。

14 スケジュール変
更に伴う質疑

体験棟に関する質疑回答で、検討中が多く
見られます。検討の結果において追加と
なった場合は、工期延長契約を行うと考え
てよろしいでしょうか。

工期の変更が必要になる変更とそうでない
ものがあります。工事期間は原則スケ
ジュールどおりで進めて頂きたいと考えて
おりますが、工期的に延長が必要である場
合は市との協議によります。検討の結果、
必要となる工事期間については、市との協
議となります。

15 パークミュージ
アム整備運営事
業のスケジュー
ルの変更につい
て

この度の事業スケジュールの変更に伴い、
事業費総額（上限額）や事業費の参考割合
（整備：運営）に変更はありますか。

変更は予定しておりません。

16 募集要項 17 第3 (6) 提案価格 一部、維持管理期間が短縮されています
が、提案価格に変更はないという理解でよ
ろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

17 変更及び公募ス
ケジュールの変
更について

１ （仮称）国際工芸美術館及び国際版画美術
館の入札・契約手続きに遅れが生じ、金融
費用（事業契約変更に伴う金融機関や弁護
士等との協議費用等）が発生した場合は、
貴市の負担との理解でよろしいでしょう
か。

本事業の契約後に、本事業以外の入札・契
約手続きの遅れによる金銭的な負担が発生
した場合は市に起因するものとなります
が、契約前の提案に係る費用については、
募集要項に記載のとおり、応募者側の負担
となりますので、ご理解ください。

18 事業契約　別紙
３

事業スケジュール変更により、適用する基
準金利の変更や、サービス対価の支払方
法・回数が変更される場合は、事業契約
別紙３他、該当する箇所の変更版を開示お
願いします。

今回の事業スケジュールの変更により適用
する基準金利に関する内容変更はありませ
ん。
サービス対価の支払回数については該当箇
所を修正します。



19 募集要項 8 2 8 イ 工芸美術館 完成時期について、７月２８日公表の募集
要項を参照とありますが、更新された募集
要項がホームページ上に見当たりません。
更新版の募集要項をアップしていただけま
すでしょうか。

2023年8月4日に募集要項を公表しました。

20 要求水準書 10 1 8 (2) ① 特別目的会社
の設立

左記に示す７月２８日公表の質問回答をは
じめ、各所に要求水準書の該当箇所を修正
しますとありますが、更新された要求水準
書がホームページ上に見当たりません。更
新版の要求水準書をアップしていただけま
すでしょうか。

2023年8月4日に要求水準書を公表しまし
た。

21 記載要領 ７月２８日公表の質問回答に該当箇所を修
正しますとありますが、更新された記載要
領がホームページ上に見当たりません。更
新版の記載要領をアップしていただけます
でしょうか。

2023年8月4日に記載要領を公表しました。

22 提出書類及び様
式一覧

７月２８日公表の質問回答に該当箇所を修
正しますとありますが、更新された提出書
類及び様式一覧がホームページ上に見当た
りません。更新版の提出書類及び様式一覧
をアップしていただけますでしょうか。

2023年8月4日に提出書類及び様式一覧を公
表しました。

23 事業契約書(案) ７月２８日公表の質問回答に該当箇所を修
正しますとありますが、更新された事業契
約書(案)がホームページ上に見当たりませ
ん。更新版の事業契約書(案)をアップして
いただけますでしょうか。

2023年8月4日に事業契約書（案）を公表し
ました。

24 別紙040～別紙
114

守秘義務対象
開示資料

2023年7月31日発表の守秘義務対象資料等
の中で、スケジュールに関係する資料等も
ありますが、質問の期間が7月31日となっ
ていて精査できないため、質問の提出期間
を延長して受け付けていただくことをお認
めいただけないでしょうか。

応募上の日程的な制約上、質問の提出期間
を延長することは難しく、今後の競争的対
話時にご質問、ご意見等頂きたいと思いま
す。


